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・令和２年度 公文書作成についての職員研修
①新規採用職員研修 １０１人
②新任文書取扱主任研修（資料配布） ６９人
③文書取扱主任研修（出題形式） １４７人

職員研修（公文書作成）

新規採用職員および各課所室で文書事務を行う文書
取扱主任等を対象に公文書作成を含む公文書に関する
研修を行っている。
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文書取扱主任研修（出題形式）について
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当課で作成した問題を、文書取扱主任全員に回答（自
己採点）してもらう。全員の回答が完了したことを確認
後、庁内全体（全庁）で問題および正答を共有した。

自席で受講可能な研修を企画し、公文書管理の重要
性、文書取扱主任の職務等について再認識してもらう
機会を設けることとした。

新型コロナウイルス感染症の影響により、研修会が開
催できない状況



文書取扱主任研修（出題形式）について
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次の①から③までについて、各１０問を設定した。
①公文書等の管理について
②公文書のルールについて
③文書取扱主任の職務について



電子化率の向上

電子決裁は、更新履歴を厳格に管理できることから、
文書管理システムの電子化率（電子決裁等の割合）向
上に取り組んでおり、第７次秋田市行政改革大綱で令和
４年度までに電子化率８０％を目標としている。

・令和２年１１月に電子化率が低い課所室を対象にヒア
リングを行い、現状把握をするとともに、電子化率向上
のための運用方法の提案等を行った。これにより電子化
率は、微増している（別紙資料３参照）。
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巡回指導

各課所室の文書整理については、毎年度、当課の職
員が巡回し、状況を確認後、適正な整理方法等につい
て指導を行っている。

・令和２年度巡回指導
①対象課所室 １２５課所室
②実施期間 ７月１３日～８月２５日
③重点項目 ファイル基準表の精度向上
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ファイル基準表の精度向上
※特に「資料扱いファイル」、「ウツシカエ情報」について
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ファイル基準表の精度向上
①「資料扱いファイル」の取扱いについて

「資料扱いファイル」とは・・・

複数年契約や財産台帳など、年度別ファイルでは管理で
きないものに限り設定することとしている。

年度別ファイルと違い、システム上保存期間の始期が自
動的に設定されず、各課所室での設定が必要なため、管
理上特に注意が必要である。

当課で全課所室分を事前チェックし、巡回時に修正を依頼
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ファイル基準表の精度向上
②「ウツシカエ情報」の記載について

「ウツシカエ」とは・・・

年度切替えに伴う作業で、当年度エリアに収納されたファ
イルを前年度エリアに移動（ウツシカエ）すること。

ファイルの内容により、ウツシカエのタイミングが違うため、
正しく記載する必要がある。

当課で全課所室分を事前チェックし、巡回時にヒアリングを
行いながら修正を依頼
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＜ウツシカエのイメージ図＞当年度エリアに収納されている年度別ファイルのうち、ウツシ
カエ情報が「年度末↓」になっているものを前年度エリアに移動（ウツシカエ）する。

前年度ファイル

当年度ファイル

資料扱いファイル

ウツシカエ

新年度ファイル

保存書庫

オキカエ



文書整理推進月間

職員の公文書等の管理に関する意識の高揚を図るた
め、文書整理推進月間を定め、秋田市公文書管理条例
第３１条に基づく措置として、公文書の管理状況につい
て調査を行っている。

・令和２年度は１０月を文書管理推進月間とし、文書管
理者（所属長）が点検を行い、監査責任者（次長）が監査
を行った上で、文書管理状況を総括文書管理者に報告
した。報告により、おおむね適正に管理されていることを
確認した。
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総合書庫の点検

文書管理システムに登録されている保存箱情報と実際
に保存されている場所（総合書庫－書架－書棚）が一致
しているか突合作業を行っている。

・令和２年８月～９月に、本庁舎および分館の総合書庫
の点検を行った。
①点検期間 ８月３１日～９月１１日
②点検した書庫 ８書庫（本庁舎６、分館２）
③点検した箱数 １２，８７８箱
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総合書庫の点検結果

システムの登録情報との不一致（３３課所室）
①登録されている保存箱が配架されていない。
②廃棄漏れにより、保存箱が残存している。
③保存箱がシステムに登録されていない。
④保存箱ラベルが貼付されていない。

各課所室から改善作業を実施したと報告を受け、１２月
に再点検を実施した。

各課所室へ通知し、保存箱撤去作業等の依頼、指導
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公文書ファイル等の廃棄

公文書ファイル等の廃棄については、市長の承認後
（他の実施機関については同意後）、各課所室で準備作
業を行い、当課が実施する一斉廃棄の日に合わせて廃
棄を行っている。

・令和２年度は６月２３日に公文書の一斉廃棄を行った。
①廃棄ファイル数 ５２，２７２ファイル
②搬出量 約４２トン
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令和２年度 文書の一斉廃棄の様子
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引き続き保存（移管）

引き続き保存（移管）の対象となる公文書ファイル等に
ついては、廃棄の承認に併せて確認作業を行っている。

令和２年度は７４課所室・１法人の７８６ファイルの公文
書ファイル等（法人文書ファイル等）が引き続き保存（移
管）となった。
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利用の促進

特定歴史公文書等について、展示等により積極的に一
般の利用に供するように努めている。

・土崎空襲関係の資料掲示
「ナガサキ原爆･土崎空襲資料展」
会 場 土崎みなと歴史伝承館
掲示期間 令和２年６月２６日～同年７月１２日

・土崎港被爆市民会議への資料の貸出し（５件）
資料内容 学童服・防空頭巾
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「ナガサキ原爆･土崎空襲資料展」展示の様子
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土崎港被爆市民会議への資料貸出し
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学童服 防空頭巾

市内の小学校・中学校・高等学校の児童・生徒を対
象とした講演・講話会で使用している。


